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論 文 内 容 の 要 旨

日本は世界に頬をみTiい長寿国となったC今後の更なる高齢化率の上157､単身および夫婦のみ世帯

の増加を考えると､高鶴巻自らが自分の生活のあり方を選択し､巽介-#期においてら家族に依存せず

出来るだけ長く自宅に住み続けられるJ:う､公的サービスを含めた生活支援のあり方を碑築すること

は重要な課題であるO居住の分野においては､高齢者が住み依れた地域で出来るだけ長く生活が継競

できるよう､早期の住み替えをら視野に入れた地域居住のあり方が模索されているc Lかし7Ij:がら､

介護保険制度施行後､施設に入所希望者が殺到するなど､多くの高齢者が願う ｢自宅に住み続けるこ

と｣の実現が困難になっている｡

この現状を踏まえ､本研究は､雲介後期の高齢者の生活実態をアンケ-卜喝査およびヒ7リング調

査により据え､高齢者が自宅に住み続けることを可能にする居住環境整備のあり方について検討する

ものである｡不要な施設入所を回避 し､安心感の得られる生活支按のあり方について明らかにするこ

とは､高齢者の主体的な生活を保障するためにも頚要である0

本研究は序論 (第 1葦から第 3牽)､結論 (第 9章)を含む9軍で禰成されている｡

序論の第 1章では､研究の背景である高齢者福祉と高齢者の居住の場の動向についてまとめている.

問題を抱える高齢者を施設などへ移動させることによって解決を図ってきたこれまでの高齢者施矧 ま､

高齢者の生活を考慮に入れておらず､転居に伴い高齢者は危機的状態に陥る可能性があることから､

在宅生活を継続することの重罪性について説明している｡そして､在宅生活を継続していくうえでの

現状と課題を整理している｡第 L章補論においては､施設入所者に対するアンケート調査から､高齢

者の施設入所理由が､家族介護に限界を感じたことであることをHJlらかにし､在宅生楢を継続してい
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くには､高齢者自身に対する支援が必要であることを示唆している｡

第2章では､研究の目的と方法について述べている｡高台者居住のあり方が､｢地域居旺｣という

キーワードに向かって収束しつつある現状を踏まえ､自宅に住み掛 ナられる居住環境の整備を最優先

すべきとの認鼓から､在宅生活の継続をとりあげることの意義と研究の視点について述べ､課題の設

定を行なっているO

第3章では､福祉先進国と言われるスウェーデンの高齢者福祉および住宅施策の現状をとりあげて

いるD在宅生活を継続 していくための方策として､積極的に住宅改造を進めていること､子どもとの

同居の少ないスウェーデンでは単身や夫婦のみ世帯で暮らす高齢者が多く､孤独感を解消し社会的っ

ながりを保つためにデイサービスの果たす役割が大きいことを､現地詞蓋をもとに明らかにしている｡

本論は､第4章から第 8葺である｡第 4章では､要介護高齢者と一般高齢者との比較を通して､要

介護高齢者の生活の全休像を把握 している｡その結果､要介護高鶴者は一般高齢者に比べて身体状況

が悪く､主に家族から支援を受けて生活をしており､介護保険制度は補助的にしか利用していfJこいこ

と､デイサ-ビスなど介護を介しての人的交流に生活の禁しみを見出していること､などを明らかに

している｡また､住宅内事故が一般高齢者に比べて非常に多く､身体状況悪化の原因ともなっている

ことを明らかにし､事故を予防する対群の重要性を指摘している｡

第5童では､都市 (東大阪市)と郊外住宅地 (木津町)の要介鼓高齢者の生活構造 (支援の受け方)

の特性を明らかにしている｡生活支倭の状況は､サービスの利用状況と子との関係から､｢家族のみ｣､

｢家族介護主体型｣､｢サービス王体型｣､｢自立生活型｣､｢支援なし｣の5つの型に分校されるが､木

津町は ｢家族介護主体型｣が多く､東大阪市は ｢サービス壬体型｣と ｢自立生活型_が大半を占める

こと､また両者の差異には､居住条件､介護念書洗､経済力､などの相違が関係していることを見出し

ている｡また､同居世帯の少ない東大阪市では､近所の人や公的サービスが､家族の介護力の代替､

補完の役割を果たしていると控えている｡

第 6章では､在宅生活の基盤となる住宅の整備､すなわち住宅改造をとりあげ､その実麿と改造要

因について明らかにしている｡要介護高齢者の8割以上が何らかの住宅改善を行なっているが､その

内容は､手すりの設置など軽微なもので､住宅内の不便感を解消するには至っていない｡総合的にみ

ると､住宅改造の主な要因は､家族型が単身であること､身体状態が老いことであり､更に､個々の

事例を詳細に分析して住宅改造に至る要凶を把握した結果､子どもとの関係と高齢者の自立意識が大

きく関係していることを明らかにしている｡

第 7章では､高齢者の生活支援要求を把握するために､介護保険制度適用外のサービスを利用して

いる高齢者を対象として､在宅生活を継続するために必要な支礎について考欝しているO高齢者の生

活支援要求は､心身状態の変化､経済状態､家族や近隣関係､住宅状況などの要EElが､現状への不満

感や不安感を生むことによって現れ､身心状態の低下とともに聯箸になってくることを明らかにして
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いる｡不安感は､在宅生活の継続を断念する原因の一つと考えられ､不安感を解消する支援の重要性

を指摘している｡

第8章は､団塊の世代を含む50歳以上64歳以下の人たちを高齢者予備軍と位置づけ､高齢者との意

鼓の違いを把握し､今後の高齢期の居住のあり方への知見を得ようとしている.次世代高齢者は､家

族介護の意軌 ま希薄化し､介護が必要になれば介護保険サ-ビスも蒔時なく利用し､状況に応じた住

み替えにたいする抵抗感も少ない｡特に､女性は､男性に比べて介護経験が多く､自身の経験を踏ま

えて高紫朗の住まい方をよく考えており､意識の変化は男性に比べて大きいことを明らかにしている｡

結論である第 g孝では､各章で得られた結果を序論で設定した課題ごとに総括するとともに､課題

相互の関供の考察を通して､高齢者の在宅生活を支援するための方策､および在宅生活を可能とする

居住環境整備について捉策をおこなっている.提言では､在宅生活の継続のためには､生活モデルを

措くことの賓要性を指括している｡何 (支援)がどの程まあれば､どのような生活が可能となるのか

について､高弁者自身が碓かな生活像を措くことが､安心感をもたらし､在宅生活の継続へとつなが

る｡また､情報を得ることや支援の代替性も､在宅生活を続けていく上で重要であることを述べてい

る｡提案では､在宅生活継錠のために必要な ｢居住の安定｣､｢日常生活の安定｣､｢精神的な安定｣を

もf=らす､具体的な居住環境を備方法について示唆している｡
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

E]本は世界に額をみない長寿国となった｡今後の更なる高由糾ヒ率の上昇､単身および夫婦のろLLr帯

の増加を考えると､高齢者自らが自分の生活のあり方を選択し､要介護新においても家掛 こ依存せず

出来るだけ長く自宅に住み続けられるよう､公的サーt='スを含めた生活支援のあり方を構築すること

は璽要fi課題である｡居住の分野においては､高齢者が住み慣れた地域で畑.来るだけ長く生活が継続

できるよう､早期の住み替えをも視野に入れた地域居住のあり方が懐柔されている｡しかしながら､

介護保険制定施行後､施設への入所希望者が殺到するなど､多くの高齢者がなう在宅生活の継掛 ま取

姓に11っている｡

この現状を籍まえ､本研究は､要介護期の高齢者の生活実態を把捜し､高齢者が自宅に住み続ける

ことを可能にする居住環境鼓痛のあり方について換打することをE]的としている｡

本論文は､序論 (第 1雫一第3草)､本論 (弟4章～第8章)､結論 (第 9葦)で構成されている｡

第 1草では､研究の背長である高齢者福祉と高齢者の居住環境の動向をとりあげている｡問題を抱

える高齢者i･施設などへの移動によって解決を囲ってきた従来の高齢者施茄の問題点を指摘し､在宅

生盾i･継続することの重要性と課題について鮭埋している｡

罪2茸では､研究の目的と方法について述べている｡高齢者居住のあり方が､｢地域辞任｣という

キーワードに向かって収束しつつある現状を踏まえ､自宅に住み続けられる居住市境の整備を最優先

すべきとの認劫から､在宅生活の継続をとりあげることの意義と研究の観点について述べ､隷題の設

定を行っている｡研究方法ほ､質問紙調査による定量的手法と聞取り三円童による定性的手法を用い､

対象地域は蔀市部と郊外部が運ばれ､対象者も要介護高齢者､一般高齢者ー熟年者など､年齢層､身

体状況の異なる対象を運びー多様で枚密な調査を通して要介護高齢者の生活像および生活ニーズの把

捉に努めている点は､高く評価されるO

第3章では､福祉先進国と言われるスウェーデンの高齢者福祉および住宅施策の現状をとりあげて

いるD在宅生活を継続させるための梗極的な住宅改造の実感､子どもとの同居が少11-く単身や夫婦の

みで暮らす高齢者の孤独感を解消し､社会的つlj:がりを保つためのデイサービスの果たす役割などに

ついて､現地的査をもとに貴重なデータを得ている｡

第 4章では､要介護高齢者と一般高齢者との比較を通して､要介護高齢者の生活の全体像の明らか

にしている｡要介護高齢者は身体状況が悪く､主に家族から支援を受けており､介護保険制度は補助

的にしか利用されてい15いこと､デイサービス11ど介津を介しての人的交流に生活の糞しみを見出し

ていること､などを明らかにしている｡また､-般高齢者に比べて住宅内事故が多く､身体状況悪化
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の原因ともなっていることを明らかにし､事故予防対策の重要性を指摘している｡

第 5章では､都市 (東大阪市)と郊外住宅地 (木韓町)の要介護高齢者の生活構造 (支援の受け方)

の特性を明らかにしている｡生活支援は､サービスの利用状況と子との関係から､｢家族のみ｣､｢家

族介護主体型｣､｢サ-ビス主体型｣､｢自立生活型｣､｢支援なし｣の5つの型に分類され､木津町は

｢家族介護主体型｣が､東大阪市は ｢サービス主体型｣と ｢自立生活型｣が大半を占めることを明ら

かにしているOまた両地域の差異は､居住条件､介護意識､経済力などによるものであり､同居世帯

の少ない東大阪市では､近所の人や公的サービスが､家族介護の代替､補完の役割を果たしているこ

とを見出している｡

第 6葺では､在宅生活の基盤となる住宅の改造について､その実態と改造安凶に注目しているo要

介護高齢者の8割以上が何らかの住宅改善を行っているが､その内容は､手すりの設置など軽微なも

ので､住宅内の不便感を解消するには至っていないこと､住宅改造の実施には､単身世帯であること

や身体状態の悪さが大きく影響 しており､また子どもとの関係や高齢者の自立意識との関連性も強い

ことを明らかにしている｡

第 7章では､介護保険制度適用外のサービスを利用している高齢者についての考察を通して､高齢

者の生酒支援要求は､心身状態の変化､経済状態､家族や近隣関係､住宅状況などの要因が､現状へ

の不満感や不安感を生むことによって現れ､身心状態の低下とともに顕著になることを明らかにして

いるO不安感は､在宅生活の継続を断念する原因の一つと考えられ､不安感を解消する支援の重要性

を指摘している｡

第 8章では､EZ]塊の世代を含む64歳以下の ｢高齢者予備軍｣に関して､高齢者との意識の雇いを把

姦し､今後の高齢期居住のあり方を検討するための知見を明らかにしている｡次世代高齢者は､家族

介護の意識は希薄化し､介表が必要になれば環緒なく介護保険サ-ビスを利用し､状況に応じた住み

替えに対する抵抗感も少ない｡特に､女性は､男性に比べて介護経寮が多く､自身の経験を曙まえて

高齢期の住まい方を真剣に考えており､意識の変化は男性に比べて大きいことを明らかにしている｡

第 9章は結論とし､各章で得られた結果を序論で設定した課題ごとに総括するとともに､課題相互

の関係の考察を通して､高齢者の在宅生活を支授するための方策､および在宅生活を可能とする居住

環境整備について提案をおこなっている｡

本研究は､高齢者が住み慣れた地域で長く住み続けられるための居住環境壬億のあり方について検

討するもので､要介護期高齢者の生活構造の把握､要介護期高齢者の住環境整備のあり方､生活支援

要求の顧在化要因の解明､今後の高齢者居住のあり方､等の課題について､多くの調査を通 して多面

的に追究している｡その結果､高齢者の在宅生活継続のためには､何 (支援)がどの程度あれば､ど

のような生活が可能となるのかについて､高齢者自身が砲かな将来の生活像を描けることが重要であ

り､そのためには､生活の質の向上に寄与する知識と情報､情報交換の場､多様な生活支援サービス
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が必要であることを指摘している｡さらに具体的に示された住環境整備についての繰言も含めて､本

研究は､今後の超高齢社会の住環境整備の検討には欠かせない豊富な知見を線供しており､高く評価

される｡

本論文の内容は､学会において数多くの口頭発表を行うとともに､日本建築学会およびEl本家政学

会の学術誌にわいて合計7本の審査論文として採択され､評価を得ている.

よって､本論文は､奈良女子大学博士 (学術)の学位を授与されるに十分な内容を備えていると判

断されるO
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